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プロジェクトの流れ（有償資金協力） 
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閣議決定 

E/N 署名 (大使と被援助国政府代表) 

 

外務省、財務省、経済産業省による供与方針の策定 

政府調査団の派遣 

国際協力銀行（JBIC）による審査

〇要請書（相手国側作成）  
被援助国からの要請書受領 

国別援助計画、重点課題別イ

ニシアティブなどを考慮 

被援助国への事前通報（プレッジ） 

政策協議、円借款要請前協議 
JBIC と被援助国借入人の

借款契約（L/A）締結 
被援
助国実施機関による事業実施（入札、施工など）

事業の完成 

注：外務省

ロジェクト

付実行開始

から 10年
案件）を対

事後評価（JBIC） 
◎事業事前評価表の公表

（JBIC） 
JBICは入札過程等のチェックや貸付実

行等を通じて案件監理を行う 

は 2003 年度より、150億円以上の有償資金協力プ
の事前評価、E/N締結から 5年を経過したときに貸
に至っていない案件（未着手案件）及び E/N 締結
を経過したときに貸付実行が未了である案件（未了

象に事後評価を実施。 


